
その屋外広告物!  大丈夫?
　屋外広告物を掲出するには、許可が必要な場合があります。
　エリアによって、掲出できる広告物の大きさや高さに基準を設けて、
規制しています。
　必要な許可を得ていない場合は、県条例違反となります。
　詳しくは、お問い合わせください。

　

最
近
、各
種
手
続
き
で
本

人
確
認
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
増
え
て
き
ま
し
た
。市

で
も
証
明
書
発
行
や
住
所

変
更
な
ど
で
本
人
確
認
を

厳
格
に
行
い
、手
続
き
・
申

請
を
受
け
付
け
し
て
い
ま

す
。そ
ん
な
時
、ス
ム
ー
ズ

に
本
人
確
認
書
類
と
し
て

使
え
る
の
が「
顔
写
真
付
き

の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」

で
す
。

　

各
市
町
村
が
希
望
者
に

発
行
し
て
い
る
公
的
身
分

証
明
書
で
す
。顔
写
真
付
き

と
顔
写
真
な
し
の
2
種
類

が
あ
り
ま
す
。

使
用
例（
顔
写
真
付
き

の
住
基
カ
ー
ド
）

●
公
的
な
本
人
確
認
書
類

　

�

住
民
票
、戸
籍
謄（
抄
）本

な
ど
の
交
付
請
求
、戸
籍

の
届
出
、書
留
郵
便
等
の

受
け
取
り
な
ど（
本
人
確

認
書
類
と
し
て
認
め
て
い

な
い
機
関
が
あ
り
ま
す
。

ご
利
用
の
前
に
各
機
関
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。）

●
発
行
に
必
要
な
も
の

・
手
数
料　

5
0
0
円

・
印
鑑（
イ
ン
キ
浸
透
式
以

外
の
も
の
）

・�

写
真
（
縦
4
・
5
㎝
×
横

3
・
5
㎝
で
正
面
、肩
口
か

ら
上
、無
帽
、無
背
景
の
も

の
）顔
写
真
付
き
の
カ
ー

ド
を
ご
希
望
の
場
合

・�

顔
写
真
付
き
の
公
的
証
明

書
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス

ポ
ー
ト
な
ど
）

※�

顔
写
真
付
き
の
公
的
証

明
書
を
お
持
ち
で
な
い

方
、代
理
人
に
よ
る
申
請

の
場
合
は
、郵
便
で
本
人

確
認
を
行
い
ま
す
。（
交

付
に
1
週
間
ほ
ど
か
か

り
ま
す
。）

●
有
効
期
限

　
�

発
行
後
10
年
間
で
す
。た

だ
し
、市
外
へ
転
出
さ
れ

ま
す
と
使
用
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

市民課　戸籍住民係　☎ 65-0683　  65-6338問い合わせ

都市計画課　都市計画係　☎ 65-0719　  63-4601問い合わせ

　水口庁舎、各支所に設置されています。自動交付機は、暗証番号を入力された市民カードをお持ちいただくと、
住民票・記載事項証明・印鑑証明（印鑑登録されている方）が平日朝8時から夜8時まで、土日祝日は朝9時から夕方
5時まで発行できます。

　

市
で
は
、利
用
い
た
だ
き
や
す
い
市
役
所
を
め

ざ
し
、昨
年
7
月
か
ら
、毎
週
火
曜
日
に
市
民
課
・

各
支
所
で
、戸
籍
・
住
民
票
関
係
、税
関
係
な
ど
の

証
明
書
交
付
事
務
を
夜
7
時
ま
で
延
長
し
て
い
ま

す
。

　

昼
間
市
役
所
に
来
ら
れ
る
こ
と
が
困
難
な
方
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

取
扱
業
務

◆
各
種
証
明
書
等
の
発
行
業
務

　

◦
住
民
票（
広
域
交
付
除
く
）

　

◦
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

　

◦
外
国
人
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明
書

　

◦
戸
籍
謄（
抄
）本
・
附
票

　

◦
課
税（
非
課
税
）証
明
・
所
得
証
明

　

◦
固
定
資
産
税
評
価
・
公
課
証
明

　
　

�

な
ど（
納
税
証
明
は
取
り
扱
い
で
き
ま
せ

ん
。）

◆
印
鑑
登
録
業
務

　

◦�

印
鑑
登
録
証
明
書
の
発
行（
印
鑑
登
録
証
ま

た
は
市
民
カ
ー
ド
を
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ

い
。）

　

◦
印
鑑
登
録（
市
民
カ
ー
ド
の
交
付
）

　

◦�

旧
町
の
印
鑑
登
録
証
か
ら
市
民
カ
ー
ド
へ
の

交
換（
代
理
の
場
合
は
所
定
の
委
任
状
が
必

要
で
す
の
で
、事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。）

　

※�

内
容
に
よ
っ
て
取
り
扱
え
な
い
も
の
も
あ
り

ま
す
。詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

本
人
確
認
、身
分
証
明
に
便
利

自動交付機

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
と
は

平日は夜8時まで、土日も利用できます

毎
週
火
曜
日
の

延
長
窓
口

（
夜
7
時
ま
で
）

ご利用
ください
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